
労務費，原材料費，エネルギーコストの上昇に関する独占禁止法Ｑ＆Ａ 

Ｑ 労務費，原材料費，エネルギーコストが上昇した場合において，その上昇分を

取引価格に反映しないことは，独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題と

なりますか。 

Ａ 独占禁止法上，自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用し

て，正常な商習慣に照らして不当に，取引の相手方に不利益となるように取

引の条件を設定すること（第２条第９項第５号ハ）は，優越的地位の濫用と

して禁止されています。 

このため，取引上の地位が相手方に優越している事業者が，取引の相手方

に対し，一方的に，著しく低い対価での取引を要請する場合には，優越的地

位の濫用として問題となるおそれがあり，具体的には， 

１ 労務費，原材料価格，エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格

への反映の必要性について，価格の交渉の場において明示的に協議するこ

となく，従来どおりに取引価格を据え置くこと 

２  労務費，原材料価格，エネルギーコスト等のコストが上昇したため，取

引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず，価格転嫁をしな

い理由を書面，電子メール等で取引の相手方に回答することなく，従来ど

おりに取引価格を据え置くこと 

は，優越的地位の濫用として問題となるおそれがあります。 

この判断に当たっては，対価の決定に当たり取引の相手方と十分な協議が

行われたかどうか等の対価の決定方法のほか，他の取引の相手方の対価と比

べて差別的であるかどうか，取引の相手方の仕入価格を下回るものであるか

どうか，通常の購入価格又は販売価格との乖離
かい り

の状況，取引の対象となる商

品又は役務の需給関係等を勘案して総合的に判断することとなります。 
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